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港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
七
章

港
湾
運
営
会
社

第
七
章

港
湾
運
営
会
社

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

港
湾
運
営
会
社
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
議
決
権
の
保
有

第
二
節

港
湾
運
営
会
社
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
議
決
権
の
保
有

制
限
等
（
第
四
十
三
条
の
二
十
一
―
第
四
十
三
条
の
二
十
四
）

制
限
等
（
第
四
十
三
条
の
二
十
一
―
第
四
十
三
条
の
二
十
四
）

第
三
節

特
定
港
湾
運
営
会
社
に
対
す
る
政
府
の
出
資
等
（
第
四
十
三
条
の
二

十
五
―
第
四
十
三
条
の
二
十
八
）

第
八
章

（
略
）

第
八
章

（
略
）

附
則

附
則

（
議
決
権
の
保
有
制
限
）

（
議
決
権
の
保
有
制
限
）

第
四
十
三
条
の
二
十
一

何
人
も
、
港
湾
運
営
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
（
株
主
総

第
四
十
三
条
の
二
十
一

何
人
も
、
港
湾
運
営
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
（
株
主
総

会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す

会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年

る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年

法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る

法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る

も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
百
分
の
二
十
（
そ
の
者
が
港
湾
運
営
会
社
の
財
務
及
び
営
業
の
方
針

同
じ
。
）
の
百
分
の
二
十
（
そ
の
者
が
港
湾
運
営
会
社
の
財
務
及
び
営
業
の
方
針

の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
と
し
て
国
土

の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
と
し
て
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
は
、
百
分
の
十
五
。
以
下
こ
の
条
に
お

交
通
省
令
で
定
め
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
は
、
百
分
の
十
五
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
保
有
基
準
割
合
」
と
い
う
。
）
以
上
の
数
の
議
決
権
（
社
債
、
株
式
等
の

い
て
「
保
有
基
準
割
合
」
と
い
う
。
）
以
上
の
数
の
議
決
権
（
社
債
、
株
式
等
の

振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
四
十
七
条
第
一
項

振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
四
十
七
条
第
一
項

又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な

又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
み
、
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

い
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
み
、
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
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し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
対
象
議

し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
対
象
議

決
権
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
府

決
権
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方

、
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
港
務
局
又
は
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以

公
共
団
体
若
し
く
は
港
務
局
又
は
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
の
数

上
の
数
の
議
決
権
を
地
方
公
共
団
体
が
保
有
し
て
い
る
株
式
会
社
が
取
得
し
、
又

の
議
決
権
を
地
方
公
共
団
体
が
保
有
し
て
い
る
株
式
会
社
が
取
得
し
、
又
は
保
有

は
保
有
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
提
出
）

（
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
提
出
）

第
四
十
三
条
の
二
十
二

港
湾
運
営
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え

第
四
十
三
条
の
二
十
二

港
湾
運
営
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え

る
対
象
議
決
権
の
保
有
者
（
政
府
、
地
方
公
共
団
体
及
び
港
務
局
以
外
の
者
に
限

る
対
象
議
決
権
の
保
有
者
（
地
方
公
共
団
体
及
び
港
務
局
以
外
の
者
に
限
る
。
以

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
議
決
権
保
有
者
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
者

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
議
決
権
保
有
者
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
者
は
、
国

は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
議
決
権
保
有
割
合
（
対
象

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
議
決
権
保
有
割
合
（
対
象
議
決
権

議
決
権
保
有
者
の
保
有
す
る
当
該
対
象
議
決
権
の
数
を
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
総

保
有
者
の
保
有
す
る
当
該
対
象
議
決
権
の
数
を
当
該
港
湾
運
営
会
社
の
総
株
主
の

株
主
の
議
決
権
の
数
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
、
保
有
の
目
的
そ
の
他
国

議
決
権
の
数
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
、
保
有
の
目
的
そ
の
他
国
土
交
通

土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
を
当
該
港
湾

省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
を
当
該
港
湾
運
営
会

運
営
会
社
の
指
定
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
に

社
の
指
定
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
に
提
出
し

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
節

特
定
港
湾
運
営
会
社
に
対
す
る
政
府
の
出
資
等

（
政
府
の
出
資
）

第
四
十
三
条
の
二
十
五

政
府
は
、
国
際
戦
略
港
湾
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
た

め
、
国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
が
行
う
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
の
効
率
化

及
び
高
度
化
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
港
湾
運

営
会
社
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
計
画
等
）

第
四
十
三
条
の
二
十
六

前
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
出
資
し
て
い
る
国
際
戦
略
港

湾
の
港
湾
運
営
会
社
（
以
下
「
特
定
港
湾
運
営
会
社
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
事
業
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年
度
開
始
前
に
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
出
資
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
出
資
を
受
け
た
後
速
や
か
に
）
、
そ
の
事
業
年
度
の
事
業
計
画

及
び
収
支
予
算
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
提
出
が

あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
ら
の
写
し
を
当
該
特
定
港
湾
運
営
会
社
に
係

る
国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
管
理
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

特
定
港
湾
運
営
会
社
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度

の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
事
業
報
告
書
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
款
の
変
更
等
）

第
四
十
三
条
の
二
十
七

特
定
港
湾
運
営
会
社
の
定
款
の
変
更
及
び
剰
余
金
の
配
当

そ
の
他
の
剰
余
金
の
処
分
の
決
議
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

２

第
四
十
三
条
の
十
一
第
十
項
の
規
定
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
前
項
の
認
可
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
協
議
）

第
四
十
三
条
の
二
十
八

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
十
三
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ

り
政
府
が
国
際
戦
略
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
に
対
し
出
資
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

第
四
十
三
条
の
十
三
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
又
は
前
条
第
一

項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

第
四
十
三
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

（
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
）

（
特
定
用
途
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
）
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第
五
十
五
条
の
七

（
略
）

第
五
十
五
条
の
七

（
略
）

２

前
項
の
特
定
用
途
港
湾
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
で
、
第
三
条
の
三
第

２

前
項
の
特
定
用
途
港
湾
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
で
、
第
三
条
の
三
第

九
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
港
湾
計
画
に
お
い
て
そ
の
建
設
又
は
改
良
に
関

九
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
港
湾
計
画
に
お
い
て
そ
の
建
設
又
は
改
良
に
関

す
る
計
画
が
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。

す
る
計
画
が
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

政
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
荷
さ
ば
き
施
設
又
は
保
管
施
設
（
保
管
施
設

二

政
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
荷
さ
ば
き
施
設
で
あ
つ
て
埠
頭
の
近
傍
に
立

に
あ
つ
て
は
、
国
際
戦
略
港
湾
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
埠
頭
の

地
す
る
も
の
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
政
令
で
定
め
る
道
路
そ
の
他
の
港
湾
施
設

近
傍
に
立
地
す
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
政
令
で
定
め
る
道
路
そ
の
他

の
港
湾
施
設

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
改
良
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
）

第
五
十
五
条
の
八

国
は
、
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
の
港

湾
管
理
者
が
港
湾
管
理
者
以
外
の
者
（
国
を
除
く
。
）
で
国
土
交
通
大
臣
が
政
令

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
者
に
対
し
、
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施

設
の
改
良
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
貸
付
け
の
条
件
が
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
ほ
か
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
貸
付
金
に
充
て
る
た
め
、
そ
の
貸
付
金
額
の
範
囲
内

で
政
令
で
定
め
る
金
額
を
無
利
子
で
当
該
港
湾
管
理
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
特
別
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
は
、
第
五
十
六
条
の
二
の
二
十
一
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
技
術
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
、
非
常
災
害
に
よ
り
損
壊
し
た

場
合
に
お
い
て
、
大
量
の
土
砂
そ
の
他
の
物
件
を
水
域
施
設
（
非
常
災
害
が
発
生

し
た
場
合
の
船
舶
の
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
流
入
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
長
期
間

に
わ
た
り
船
舶
の
交
通
に
特
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し

て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
で
、
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
さ
れ
た
港
湾
計
画
に
お
い
て
そ
の
改
良
に
関
す
る
計
画
が
定
め
ら
れ
た
も
の

を
い
う
。
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３

前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
国
の
貸
付
け
及
び
同
項

の
国
の
貸
付
け
に
係
る
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
の
港
湾

管
理
者
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
）

（
埠
頭
群
を
構
成
す
る
港
湾
施
設
の
建
設
等
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
）

第
五
十
五
条
の
九

国
は
、
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
が

第
五
十
五
条
の
八

国
は
、
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
が

港
湾
運
営
会
社
に
対
し
、
埠
頭
群
を
構
成
す
る
荷
さ
ば
き
施
設
そ
の
他
の
国
土
交

港
湾
運
営
会
社
に
対
し
、
埠
頭
群
を
構
成
す
る
荷
さ
ば
き
施
設
そ
の
他
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を

通
省
令
で
定
め
る
港
湾
施
設
の
建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を

無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
け
の
条
件
が
次
項
に
お
い
て

無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
け
の
条
件
が
次
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
五
十
五
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
次
項
に
お
い
て
準
用
す

準
用
す
る
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五

る
同
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
貸
付
金

項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
貸
付
金
に
充
て
る
た

に
充
て
る
た
め
、
そ
の
貸
付
金
額
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
金
額
を
無
利
子
で

め
、
そ
の
貸
付
金
額
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
金
額
を
無
利
子
で
当
該
港
湾
管

当
該
港
湾
管
理
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

理
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
五
十
五
条
の
七
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
国
の
貸
付
け

２

前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
国
の
貸
付
け
及
び
同
項
の

及
び
同
項
の
国
の
貸
付
け
に
係
る
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管

国
の
貸
付
け
に
係
る
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
貸
付

理
者
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
港
湾
管
理

「
港
湾
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管

者
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
戦
略
港
湾
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
管
理
者
」
と
、

理
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
け
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
を

同
条
第
三
項
中
「
貸
付
け
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
貸
付
け
を
受
け
る
港
湾

受
け
る
港
湾
運
営
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

運
営
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

第
六
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

し
た
港
湾
運
営
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行

し
た
港
湾
運
営
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行

う
べ
き
社
員
又
は
監
査
役
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

う
べ
き
社
員
又
は
監
査
役
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
四
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
事
業
計
画
又
は
収
支

予
算
を
提
出
し
な
か
つ
た
と
き
。

四

第
四
十
三
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
貸
借
対
照
表
、
損
益

計
算
書
若
し
く
は
事
業
報
告
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記

録
を
し
た
こ
れ
ら
の
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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附

則

附

則

附
則
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
特
例
港
湾
運
営
会
社
に
つ
い
て

附
則
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
特
例
港
湾
運
営
会
社
に
つ
い
て

26

26

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
と
、
当
該
特
例
港
湾
運
営
会
社
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
港
湾
運

定
と
、
当
該
特
例
港
湾
運
営
会
社
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
港
湾
運

営
会
社
と
、
特
定
埠
頭
群
を
埠
頭
群
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定

営
会
社
と
、
特
定
埠
頭
群
を
埠
頭
群
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定

（
第
四
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
（
政
府
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
の
十
三
第
二
項
中
「
第
四
十

第
四
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
（
政
府
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
章
第
三

三
条
の
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
十
項
」
と
す
る
。

節
並
び
に
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
の
十
三
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
の
十
一
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
十
項
」
と
す
る
。

（
特
定
の
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
に
関
す
る
特
例
）

（
特
定
の
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾
運
営
会
社
に
関
す
る
特
例
）

長
距
離
の
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

長
距
離
の
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

31

31

る
規
模
以
上
の
埠
頭
を
有
す
る
国
際
拠
点
港
湾
で
あ
つ
て
、
コ
ン
テ
ナ
取
扱
量
そ

る
規
模
以
上
の
埠
頭
を
有
す
る
国
際
拠
点
港
湾
で
あ
つ
て
、
コ
ン
テ
ナ
取
扱
量
そ

の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
を
勘
案
し
、
民
間
の
能
力
の
活
用
に
よ
り

の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
を
勘
案
し
、
民
間
の
能
力
の
活
用
に
よ
り

そ
の
運
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
特
に
重
要

そ
の
運
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
特
に
重
要

な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
国
際
拠
点

な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
国
際
拠
点

港
湾
を
国
際
戦
略
港
湾
と
み
な
し
て
、
国
際
戦
略
港
湾
に
お
け
る
港
湾
運
営
会
社

港
湾
を
国
際
戦
略
港
湾
と
み
な
し
て
、
国
際
戦
略
港
湾
に
お
け
る
港
湾
運
営
会
社

に
関
す
る
規
定
（
第
四
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
（
政
府
に
係
る
部
分

及
び
特
例
港
湾
運
営
会
社
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

に
限
る
。
）
、
第
四
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
（
政
府
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

附
則
第
二
十
三
項
及
び
第
二
十
七
項
並
び
に
前
項
中
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
「
五

、
第
七
章
第
三
節
並
び
に
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

年
」
と
、
附
則
第
二
十
四
項
中
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
年
」
と
す
る
。

及
び
特
例
港
湾
運
営
会
社
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

附
則
第
二
十
三
項
及
び
第
二
十
七
項
並
び
に
前
項
中
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
「
五

年
」
と
、
附
則
第
二
十
四
項
中
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
年
」
と
す
る
。


